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（１） 処遇改善加算とは



R5.4.28処遇改善加算の概要
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１．経緯
介護職員の処遇改善を目的に、平成２４年度の介護報酬改定において

「介護職員処遇改善加算」が創設された。（交付金は平成２１年度から）

２．対象職員
介護職員への配分を基本とするが、介護サービス事業者等の判断により

介護職員以外の職種への配分が可能。

（ただし、一部の職員や、一部の事業所のみに集中させないこと。）

３．加算の種類
介護職員等処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの計４種類あり

※令和6年度介護報酬改定によって、令和６年６月から、旧３加算（介護職員
処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等

支援加算）を一本化



R5.4.28処遇改善加算一本化の内容
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R5.4.28介護職員等処遇改善加算の取得要件
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各加算には以下の要件があり、それに応じて取得できる加算が異なる。



R5.4.28令和７年度の取得要件の弾力化について
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令和７年度における取得要件については以下のとおり緩和されている
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（２） 処遇改善加算取得促進事業について



R5.4.28処遇改善加算取得促進事業について
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１．概要
介護職員等の賃金改善を促進するため、介護職員等処遇改善加算の取得促進を

目的に、社会保険労務士による巡回相談（無料）を実施。

２．対象事業所
介護職員等処遇改善加算の新規取得または上位区分の取得を目指す事業所

３．相談内容
○加算の条件を満たすための就業規則の作成・変更

○加算の条件である職員の研修や資格取得支援のための規程づくり

○加算の条件である職場環境等の改善のための規程づくり 等
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事業内容について
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※ 処遇改善加算の取得要件に関する、労働・社会保険の

専門家を派遣し、加算取得に向けた相談を行います。

※ １事業所あたり２回程度を想定（２時間以内／回）。

※ 事前に社会保険労務士から日程調整を実施します。



R5.4.28令和６年度の相談実績について

10

相談事業所 ： ２３事業所

令和６年度に相談を実施した２３事業所の内、

相談前の加算未取得事業所は１３事業所

相談後の令和７年４月時点において、

その内８事業所が新たに処遇改善加算を取得

（既取得事業所においても相談後に上位加算を取得）



R5.4.28令和７年度の実施状況について
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○令和７年７月から募集を開始しており、８月から順次巡回相談を実施。

○今年度の申し込み状況について、まだ空きがありますので、相談を

希望される事業所においては、下記URLからお申し込みください。

申込URL： https://logoform.jp/form/WEVN/1151785


